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　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、介護サービスをはじめ、保健・
医療・福祉など生活に関わる様々な相談に応じ、高齢者の生活を総合的に支えるための地域の中
核機関として、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが配置され、それぞれの専門性を生か
し連携を取りながら支援します。
　また、要支援１、要支援２と認定された方のケアプランを作成するほか、高齢者や介護をされ
ている家族の方などの相談に応じます。

・足腰が弱まり、日常生活に不安を感じたとき
・認知症のような症状で日常生活に支障がある
とき
・介護のことでどこに相談してよいか分からな
いとき

・高齢者で消費者被害に遭ったとき。また消費
者被害に遭った高齢者を見つけたとき
・高齢者で虐待に遭ったとき。また虐待されて
いるような高齢者を見つけたとき　など

地域包括支援センターについて

こんなとき、ご相談ください

問い合わせ  　地域包括支援センター（すこやかセンター伊野内）　  ８９３－０２３１
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